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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２５年１０月４日 ０３時００分ごろ 

発生場所 広島県大崎上島町大崎上島北東方沖 

 大崎上島町所在の鮴崎
めばるざき

港鮴崎防波堤灯台から真方位０３０°１.８

海里付近 

 （概位 北緯３４°１８.２′ 東経１３２°５７.６′） 

インシデント調査の経過  平成２５年１２月１０日、本インシデントの調査を担当する主管調

査官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第三なると丸、１０８トン 

   １３３９２６、上撫
かみなで

海運有限会社 

   ２５.５０ｍ×７.５０ｍ×３.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５１４kＷ、平成５年１２月２８日 

Ｂ はしけ ＡＳ
エーエス

１０３、約６３４トン 

   なし、東海運株式会社 

   ５１.２５ｍ×９.９５ｍ×４.４０ｍ、鋼 

   機関なし、１９９３年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３９歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成７年９月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年９月１６日 

    免状有効期間満了日 平成２８年９月１５日 

  機関長Ａ 男性 ６０歳 

   六級海技士（機関） 

    免 許 年 月 日 平成１４年１０月２３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年８月２２日 

    免状有効期間満了日 平成２９年１０月２２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 主機の主軸受及びクランクピン軸受メタルが焼損 

Ｂ なし 

 インシデントの経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか２人が乗り組み、空船のＢ船の船

尾凹部に船首部を結合して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を
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構成し、大崎上島北東方沖を西進中、平成２５年１０月４日０２時

５０分ごろ主機の潤滑油圧力低下警報が作動したことから、機関長Ａ

が点検を行ったところ、主機の予備潤滑油ポンプが運転状態であり、

潤滑油こし器（切換え式）が多量の金属粉で閉塞気味となっており、

０３時００分ごろ主機の危急停止装置が作動して主機が停止した。 

 Ａ船は、機関長Ａが更に点検したところ、クランクケース内にも多

量の金属粉が堆積していたことから、錨泊した後、サルベージ会社の

船で造船所にえい
．．

航されて修理された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  主機は、約１週間前まで水分の混入した潤滑油が使用されていた。

 補給用潤滑油タンクは、天井部が暴露
ば く ろ

甲板の一部となっており、同

部には腐食による直径約１cm の穴が２～３個開いていた。 

 機関長Ａは、主機に月平均約７５ℓの潤滑油を補給用潤滑油タンク

から直接補給していた。 

 主機は、本インシデント発生の約１か月前ごろから潤滑油こし器が

ドロドロとした潤滑油で目詰まりするようになり、さらに、約１週間

前には潤滑油セットリングタンクのドレン抜きから水が出てきて潤滑

油に水分が混入していることが判明したので、潤滑油セットリングタ

ンクの使用を中止し、潤滑油を新油に交換（ドラム缶から直接給油）

して運転されていたが、新油に交換する際、潤滑油系統の配管内のフ

ラッシングは行われていなかった。 

 主機の潤滑油量は約３００ℓであり、潤滑油セットリングタンクの

容量は約６００ℓであった。 

 主機の運転時間は、月平均約３００時間であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 Ａ船は、Ａ船押船列を構成して大崎上島北東方沖を西進中、潤滑油

を新油に交換して主機を運転していたものの、主機の各部に残存して

いた水分の混入した潤滑油で新油が汚染され、潤滑油の性状劣化が

進行したことから、主軸受及びクランクピン軸受メタルが焼損し、主

機が運転できなくなって運航不能になった可能性があると考えられ

る。 

 潤滑油に混入していた水分は、補給用潤滑油タンクの天井部に開い

た穴から同タンクに入った雨水と考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、Ａ船が、Ａ船押船列を構成して大崎上島

北東方沖を西進中、潤滑油を新油に交換して主機を運転していたもの

の、主機の各部に残存していた水分の混入した潤滑油で新油が汚染さ
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れ、潤滑油の性状劣化が進行したため、主軸受及びクランクピン軸受

メタルが焼損し、主機が運転できなくなったことにより発生した可能

性があると考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的に潤滑油の性状検査を行うこと。 

・定期的に潤滑油タンクの点検を行うこと。 

・水分の混入した潤滑油を新油と交換する際には、潤滑油系統の配

管内のフラッシングを行うこと。 

 


